
○中村議長  次に、渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員（登壇） １２月定例会に当たりまして、私は２点の質問

をいたします。 

 まず初めに、都市計画の見直しについてであります。今、県では平成２

０年度、今年度でありますが都市計画区域マスタープランの見直しが行わ

れており、本市でもそれに合わせて見直しというものが検討をされている

ようでありますが、その概要についてお尋ねをいたします。また今までに

この議場におきまして各議員から線引きの廃止、あるいはまた渡辺穣爾議

員、竹内議員等からも市街化区域、市街化調整区域の土地利用の問題等を

何度となく質問されてきております。線引きの廃止についてはしないとい

う御答弁があったところでありますけれども、市街化調整区域については

市街化調整区域土地利用調査検討委員会におきまして開発許可基準の見直

しの検討を行ってきたと言われており、最終的には条例化を視野に入れて

おるというお答えがあったように思っておりますが、どのような進ちょく

状況にあるのかをお尋ねいたします。またそれから以前に、これも吉岡議

員の方から質問がございましたが、国道４３１号線沿いの近隣商業地域、

第１種住居地域を初めといたしまして用途地域が指定されておりながら土

地の有効利用が図られていない区域につきましては、生活道路等都市基盤

整備が必要であり計画的に推進に努めるという答弁でございましたが、い

まだその様子が見えないわけでありますけれども、今後どのような対策を

とられたのかをお尋ねいたします。次に非線引きとなっております淀江地

域、それから区域外であります大高・県地区についてお尋ねをしたいと思

います。市長は１８年の７月の議会におきまして、淀江地区、大高・県地

区については市の一体的かつ計画的なまちづくりを推進するためには都市

計画区域への編入や線引き制度を導入することが望ましいと答弁をされて



おったわけでありますけれども、今後の方針についてお尋ねをしたいと思

います。 

 次、２点目でありますが、農業の問題についてお尋ねをいたします。ま

ず新たな農業への取り組みについてということでありますけれども、今、

米粉用等作付への取り組みということが問題になっておりますが、農水省

は先日、食料自給率を５０％に引き上げる目標時期というものをおおむね

１０年後にするその工程が発表されたところであります。それを見ますと、

まず農地は転用を厳格化して確保し、その上で米粉用の米、あるいは飼料

米、大豆、裏作麦などを水田をフル活用して増産をして、昭和４５年並み

の利用率を１１０％という高い水準に押し上げて生産量を確保するという

シナリオになっておりまして、現行の食料・農業・農村基本計画を大胆に

上方修正されております。この増産計画の中でも特に米粉につきましては

５０万トンという大幅な生産が示されておりますが、しかし、それに対す

る担い手農業者の姿というのは今後の検討ということにされ、農家が再生

産の確保できる新たな所得政策等、希望の持てる経営展望がまだ示されて

はおりません。しかしながらいずれにしましても今後、農地転用規制が強

化をして耕作放棄地対策を進めるというこうした厳しい状況の中におきま

しては、私はやはり水田というのは本来の姿として米をつくっていくとい

うのが最も自然であると思いますし、このことが農地を維持し、あるいは

また農村環境を守っていくための最善の道であると思っております。こう

した米粉用米等への助成といいますのは、今の段階では予算要求の段階で

ありますし、また生産調整の枠内ということでもあり、採算面におきまし

ても大変厳しいものがございますけれども、本市独自の助成策等も取り入

れながら、こうした問題に対して今から取り組んでみるということも大事

な農業施策であると思いますけれども、どのようなお考えかお尋ねします。



次に組織づくり等への支援であります。現在、市では認定農業者や集落営

農組織等と担い手の育成というものに大変努力をされておるところであり

ます。しかしながら農地の集積、あるいはまた遊休農地の解消は思いどお

りに進んでおるとは言いがたいと思っております。特に遊休農地につきま

して、国は２０１１年度を目途に農業上重要な地域を中心に耕作放棄地を

解消するということが閣議決定なされておりまして、放棄地の利用形態も

担い手や周辺の農業者、あるいは営農組織というものだけでなくして新規

就農者や定年の帰農者、あるいは農業参入法人等の農地利用など幅広い利

用というものが示されておるところであります。本市でも遊休地利用促進

事業による国の助成措置で対応をされておるところでありますけれども、

結果を見ますと、平成１５年度以降、約１５ヘクタールの耕作放棄地が解

消されておるということを聞いております。しかしながら目標には本当に

ほど遠い状況であり、新たな対策が必要であると思います。それに対して

やはり特産品づくりを目指す新規の組織等に対するこれまた市独自の助成

制度などを設けるお考えはないのか。やはり私はこうしたことが遊休農地

対策でもあり、また大きな米子市にとっての経済対策であるとも思ってお

りますが、そのお考えはないのかお尋ねをいたします。最後でありますが、

農地の集積についてであります。農水省は担い手が経営する農地のうち、

面的に集積する割合を２０１５年には７０％にするという大変大きな目標

を掲げ、本市におきましては平成２２年までには２1.１％にするとしてお

ります。農地確保・利用支援事業には、農地を集めて農地所有者から委任、

代理や貸借などを受けて面的にまとまった形で農地を配分する仕組みを行

っていくために、その取り組みの中心になって行うコーディネーターとい

うそういった方の活動費や研修費を支援するということが載っております。

既に全国では９地区でモデル事業が実施され動いているわけであります。



今後こうした本当に今、約４４０ヘクタールの遊休農地ということは聞い

ておりますが、そうした農地を解消を初め農地集積を進めていくにはこの

ような支援事業によってコーディネーターを置くようなシステムというこ

とも必要であると思っておりますが、どのようなお考えかお尋ねをいたし

ます。以上です。 

○中村議長  野坂市長。 

○野坂市長（登壇） 渡辺照夫議員の御質問にお答え申し上げます。 

 まず、都市計画マスタープランの見直しの概要についてでございますが、

今年度、鳥取県は国によってまちづくり３法の改正、人口減少と超高齢化

社会の到来や市町村合併などによりまして、県内の米子境港都市計画区域

及び淀江都市計画区域を含む１９の都市計画区域のマスタープランを見直

しされることとなっております。広域的な観点から県が定める都市計画区

域マスタープランの見直しの概要についてでございますが、人口、産業、

土地利用など都市の現状と都市化の動向等に関する調査である都市計画基

礎調査をもとに、コンパクトなまちづくりの観点で都市計画の目標、区域

区分の決定の方針などの見直しを検討されることとなると承知しておりま

す。本市の都市計画に関する基本的な方針を定める都市計画マスタープラ

ンの見直しにつきましては、来年度以降に県の区域マスタープランの内容

を踏まえまして地域住民の皆さんの御意見を聞きながら策定していきたい

と考えております。次に、市街化調整区域の土地利用の見直しについての

状況でございますが、市街化調整区域の土地利用の見直しにつきましては、

庁内関係課で組織いたします米子市市街化調整区域土地利用調査検討委員

会を設置し調査・検討を行ってきておりまして、現在開発許可基準の見直

し内容等について鳥取県や境港市、日吉津村等と協議・調整を図りながら

作業を進めております。見直しの主な内容は、開発許可基準条例の制定、



開発審査会の議を経る必要のない開発行為を許可する際の許可基準の明確

化についてでございまして、その条件、規定等について整理しているとこ

ろでございます。今後さらに県等との調整を経る必要がございますが、２

１年度中の開発許可基準の見直しを目指して取り組んでいるところでござ

います。次に、国道４３１号線沿いの土地の有効利用について、その後ど

のような対策をとったのかとのことでございますが、国が平成１９年に実

施した地価公示調査結果で米子市は土地区画整理事業による住宅の供給過

剰の影響が特に顕著であると報告されているように、住宅需要が少ないこ

とや公共事業削減等社会経済状況の変化により公的な区画整理事業や道路

整備等もその影響を受けてきているところでございます。今後、民間で土

地区画整理事業等を計画された場合の支援や用途地域に合わせた土地利用

が図られるための施策の推進に努めてまいりたいと考えております。次に、

淀江地区及び大高・県地区の今後の都市計画の方針でございますが、本市

が平成１６年に策定いたしました米子市都市計画マスタープラン及び淀江

都市計画マスタープランを来年度以降に見直すこととしておりまして、地

域住民との意見交換会やアンケート調査を実施するなどして住民の皆さん

の意向を反映した計画を作成し、本市の一体的かつ計画的な土地利用の確

立に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、農業問題でございますが、米の生産調整政策が展開されている中

で水田転作を進めてまいりましたが、作付のない調整水田、保全管理水田

が多く存在していることは承知しております。御指摘の米粉用米等への作

付への取り組みについてでございますが、米粉を利用した菓子、パン、め

ん等が注目されておりますが、価格や需要の面でまだ課題があると伺って

おります。しかしながら調整水田等を活用して米粉用米等を作付していく

ことは的確な生産調整の実施や自給率の向上の観点からも注目すべき取り



組みであると考えますので、地域水田協議会など関係機関と連携しながら

今後鋭意研究してまいりたいと考えております。次に、組織づくり等への

支援策についてでございますが、本市といたしましては担い手、新規就農

者、集落営農組織、農作業受託組織に対する支援や農業への企業参入の促

進に努め、遊休農地の防止・解消に取り組んでいるところでございます。

今後、退職等で農業を継承される方などが意欲を持って組織を結成され、

新たな特産物の生産に取り組まれることは重要なことだと考えております

ので、具体的な取り組みがありましたらＪＡ、県等と連携しながら積極的

に支援してまいりたいと考えております。次に、農地の集積を促進するた

め地域にコーディネーターを置いたらどうかとのことでございますが、担

い手等に農地を集積し、農家経営の安定化を図ることは重要な施策と考え

ております。農地の貸し借りや利活用の促進につきましては、地域の農業

委員さんを中心として鋭意取り組んでいるところでございますが、今後さ

らに連携を強めて取り組んでまいりたいと考えております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  再質問をさせていただきます。 

 まず初めに、都市計画の概要でありますが、現在、県が行っております

その見直しというものは、要するにコンパクトなまちづくりということが

あったわけでありますけれども、市街化区域、あるいはまた市街化調整区

域について大きな変化があるのかどうかお尋ねしたいと思います。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  県の米子境港都市計画区域マスタープランの案では、市

街地といたしまして現行の市街化区域を原則として位置づけておりまして、

市街化区域及び市街化調整区域につきましてそんなに大きな変化はござい

ません。 



○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  わかりました。次に、国道４３１号線沿いの地域の問題

についてお尋ねをしたいと思います。今後も計画的に進めるうんぬんのこ

とがあったわけでありますが、これは最初に御質問があったのは平成１７

年、何月であったか覚えておりませんが、１７年であったと思うんですね。

実際に今お聞きしまして具体的な策というものが何もとられていないわけ

ですね。これは米子市が市としてこれを市街地にする、御承知のように市

街地というのは１０年以内に市街化、都市化をするということが市街地と

言うんだそうですが、これは恐らく米子市が４６年の都市計画区域そのと

きからか、あるいはまたそれ以降であるかもしれませんが、しかし本当に

何十年だと思うんですよね。そうした色塗りをしながら一向にそうした対

策がとられていない。先ほどのお答えの中では、またどうもそのままでや

られるような感じがするんですね。何か国が実施した地価公示調査結果で

住宅供給過剰の影響が特に顕著だと。だけども考えてみますと、これは米

子市の都市政策といいますか、都市政策の誤りであったということにはな

りはしませんか、いかがですか。 

○中村議長  野坂市長。 

○野坂市長  用途地域を指定しますことで、おおむねそれぞれの用途地域

に合わせた建物用途の誘導が図られてきていると考えておりまして、都市

政策の誤りではないと思っております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  お答えがありませんが、１つは。今後具体的にどういっ

た対策をとっていかれようとするのか。実際にあの市街化区域の中の特に

農地をお持ちの方は今の農業収入では固定資産税なんかはとても払えるよ

うな状況にないということも聞いております。本当にそうした土地を先ほ



ど申し上げましたように色塗りをして、そうした税を取りながら何十年も

そのままほったらかし、誤りがないとおっしゃいましたが、私はこれは大

きな誤りがあった、いわゆる見通しを誤ったといいますか、私は誤りがあ

ったと理解をしておりますが、じゃあ今後具体的にどうしていこうと思わ

れているのかお尋ねします。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  先ほど市長の方からもお答えいたしましたけども、住宅

需要が少ないことや公共事業の削減等、社会状況の変化によって今影響を

受けているところでございまして、引き続き地元関係者の御理解と御協力

を得ながら民間の土地利用に合わせた施策の支援に努めてまいりたいとい

うふうに思っておりますが、そして用途地域の目的に合った建築物を誘導

したり民間の土地区画整理事業を支援するなど有効な施策の推進に努めて

まいりたいというふうに考えております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  私は精神論をお聞きするのではなくして、先ほど市長の

お答えの中でそういった住宅、そういう開発することがあったら道路うん

ぬんを整備ということがありました。それは当然だろうと思いますが、だ

けどもまた住民の皆さんと協議うんぬんとおっしゃいましたが、それでは

この１７年度以降、住宅の関係者の皆さん方とどのような協議をなされた

のかお尋ねをします。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  協議そのものというよりも、やはり地元の方からいろい

ろな要望が出てまいります。その要望の内容につきましては生活に密着し

た道路が狭小であるとか、一方では降雨時に排水路がないために水が滞水

して敷地に入ってくると、そういった実情を訴えた要望がまいります。そ



ういった要望に対しまして即対応するということは必要ですが、それもケ

ース・バイ・ケースということによって住民の皆さん方にはこうした迷惑

をかける部分もございますけども、サービスを提供してるというような実

態で住民の皆さんとは接してるというような状況でございます。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  お聞きしますと、それは個々に対応されねばならんこと

でありますが、根本的な対策にはなっていないわけですね。やはり米子市

内の中でこうした市街地についてこういう場所があるとすれば、もっと重

点的にそういうところをピックアップしながらこの町内でその対策のそう

いう組織でも持つとか、何とかそういったことを当然私は考えていくべき

ところではないかと思いますが、そういうお考えはありませんか。 

○中村議長  角副市長。 

○角副市長  苦しい答弁をせざるを得ないのが実態でございまして、本当

に平成１７年度からの対策というのが後手に回っておったということで御

指摘のとおり反対をしております。国道の４３１号沿いの環境整備につき

ましては、実態調査ということをしまして現場を把握するということが必

要であると思いますので、地元関係者なり何らかの組織をつくりまして検

討をしていきたいと考えております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  ぜひ積極的な対応を期待しております。次、市街化調整

区域の見直しの件でありますが、私は今までのいろんな議会での答弁を聞

く限りにおきましては、調整区域の見直しというのは規制緩和であるよう

に受けとめておったわけですね。しかしながら今実際に法の見直しもあっ

たわけですが、コンパクトシティうんぬんという中から県の見直し案では

むしろ厳しい規制をするような内容のようにちょっと見受けるわけであり



ますけども、もうちょっと市のお考えというのはどういう見直しの方向な

のかお尋ねをしたいと思います。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  市街化調整区域の見直しにつきましては、平成１３年の

法改正によりまして地域の実情に即した土地利用規制が実現できるように

なり規制緩和という考えでございましたが、平成１８年に法の一部改正に

よりまして大規模開発の許可基準の廃止や許可不要であった公共公益施設

を開発許可の対象にするなど規制強化の内容となりました。またまちづく

り３法の改正はこれ以上郊外に都市機能が流出するのを抑制する考え方が

ございまして、市街化調整区域の立地規制は厳しい内容になっております。

これまで見直し内容につきまして県と協議・調整を重ねてきておりますが、

これを踏まえた内容となりますが、条例でその要件を定めて指定する区域

につきましては用途を限定し緩和することを検討しておりまして、地域の

実情に対応した内容となるように考えて取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  この条例化うんぬんにつきましては、１８年度以降やる

ということでありましたから、すぐそういう動きがあると思っておりまし

たけれども、大変今まで、ここまで時間がかかっている、いろいろ内部で

も協議をされておると思うんですが、具体的にはいつごろ、２１年とおっ

しゃいましたか、ちょっと聞き漏らしておりましたが、いつごろを目途に

やられようとするのかお聞きしたいと思います。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  一応来年度の１０月ごろを目指して今検討してるところ

でございます。 



○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  ひとつこれはお願いですが、住民の皆さんが規制緩和う

んぬんという見直しといいますと本当に期待してらっしゃるところが多い

んですね。例えば県道、国道の道路べり、例えば何メーターかは緩和され

るというようなそういう感じを持っていらっしゃると思います。私がお聞

きしたところではなかなか一般住宅がそういうところへどんどん建てられ

るという状況にはないということでありますが、いろんな問題を含めまし

て本当に条例が、第何項うんぬんではなくして、住民の皆様にわかりやす

いようなそういった配慮をお願いをしたいと思います。 

 次に、淀江、大高、県の問題でありますけれども、線引きというのは無

秩序な開発を防止すると言われておりますが、実際に現況でありますが、

淀江あるいはまた大高・県地区につきましてはどのような状況であると認

識をしていらっしゃいますのかお尋ねします。 

○中村議長  野坂市長。 

○野坂市長  担当部長に答弁させます。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  開発許可の対象にならない小規模な開発により、開発さ

れた地区と集落を結ぶ道路が狭あいであったり、行きどまりの道路となる

ような状況が見受けられます。また農地と住宅が混在してる地区では、農

薬の散布や騒音の問題が生じているとともに、幹線道路沿いでは農地と商

業施設、工業施設、住宅施設の混在が生じておりまして、良好な都市環境

を創出しているということには言えないというような状況であると思いま

す。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  そうしますとある意味では無秩序な開発がなされておる



というそういう御理解なんですか。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  無秩序な開発というものでもございませんけども、これ

らにつきましては地域の方の環境委員会、あるいはいろいろな委員会がご

ざいまして、そこの関係者の方が相談しながら開発をしてるというような

状況でございますので、地域の秩序を乱さないと、乱してはならないとい

うことは前提に考えておられるようでございまして、今私がお話ししたの

は我々が見て本当にちょっと良好な環境にはほど遠いなというようなとこ

ろも見受けられるということでございます。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  私は大高、県につきましては、余り十分に掌握しておる

とは言えませんので何とも申し上げません。しかし淀江につきましては、

あなたが先ほどおっしゃったこととは大きく違うと私は思っております。

決して淀江地域の中が無秩序な開発もされておるとも思っておりませんし、

それは確かに農薬の問題等が、いわゆる道路を消毒したら水田の農薬の問

題がありました。だけども先ほどの話のように市街化区域になったところ

でも農地をそのまま何十年も投げておいて、淀江あるいは大高、県につい

てそうした問題があるというような認識というのはちょっと違うんじゃな

いですか。いかがですか。市街化区域、いわゆる線引きをして本当にきち

んとなってるんですかお尋ねします。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  淀江の地域は都市計画区域には入っております。ただそ

こは未線引きでございまして、未線引きのところにつきましては、何とい

いますか、届け出制というもので、届け出制で家が建つというような現状

でございます。そして伯仙、大高の地区に関しましては都市計画区域に入



っておりません。そういった状況の中で都市計画区域に入っていないから

どんどん家を建ててもいいじゃないかというようなものではございません

し、先ほど言いましたようにそういった都市計画区域に入ってない地域に

つきましては、住民の方がやはりそれぞれ監視と言ったらおかしい言い方

ですけども、委員会を設けて、その委員会の承諾を得て開発しているとい

うような状況でございます。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  やっぱり線引きはされていなくても、例えば農地につい

ては要するに農振の地域内に入っておりますから、そう簡単にどんどん宅

地化するという現状ではありませんから、本当に先ほど申し上げましたよ

うに無秩序な開発というのはなされていないと自負しておりますが、この

問題は淀江の中でも本当に線引きを反対される方もありましょうし、また

恐らくどんどん住宅が建っております佐陀地域においてはきちんとした線

引きをしてほしいという声も当然これはあろうと思っております。したが

いまして特に、次の問題ですけど、住民との意見交換会等を開催するとい

うようなことがございますけれども、具体的にはどのような形で住民の声

をお聞きになるのかお尋ねいたします。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  マスタープランの見直しを行う際には、地域住民の皆さ

んと意見交換会やアンケート調査を実施して住民の意向を反映した計画に

する必要があるということで思っておりますので、その具体的な方法につ

きましては今後十分検討していきたいというふうに考えております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  都市計画の問題につきましては、いずれにいたしまして

も十分なる住民とのコンセンサスを得てやっていただきたいということを



要望だけしておきたいと。失礼しました、もう１つ落としておりました。

淀江の場合はたしか昭和５１年であったと思いますが区域に入ったんです

が、当時と実際に線引きをされる場合、都市計画そのものが例えば道路を

１つとりましても新しい西原佐陀線等もついております。また淀江の役場

前の区画整理事業も予定でありましたが、これも中止となっております。

いろんな条件というのが大きく変わっておりますが、そういったことは改

めて根本的にその都市計画というものが見直されていくのかどうか、その

ことだけ１点お尋ねしたいと思います。 

○中村議長  羽柴建設部長。 

○羽柴建設部長  線引きの対応につきましては、状況の変化を勘案すると

ともに地域の皆さんの意見を伺って、そして意向を反映した計画的な土地

利用の確立に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員 都市計画の問題は終わらせていただいて、次に。 

○中村議長 渡辺議員、区切りがついたら暫時休憩したいと思いますが。 

○渡辺(照)議員 わかりました。 

○中村議長  暫時休憩いたします。 

午前１１時５２分 休憩 

午後 ０時５９分 再開 

○中村議長  休憩前に引き続き会議を開き、市政一般に対する質問を続行

いたします。 

 渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  農業問題について、再質問させていただきます。 

 初めに、米粉等の問題でありますが、お答えがありましたように現段階

ではまず転作の枠内であるということや、これには生産者と流通・加工・



販売の実需者が結びついた、は種前契約というようなこともあって、まだ

いろいろ交付要件というものもかなり難しい面もあるようでありますし、

即取り入れるというのは大変難しい作業であろうとも思っております。し

かしながらいかにＫＹと言われながらも時の総理が自給率を５０％にもう

１０年をめどにやるということを言い、しかも鳥取県、我が県出身の石破

農林大臣も、水田のフル活用というものを念頭に入れて本音を議論し早急

に論点を整理した上であるべき姿を図りたいということで、恐らく来年以

降の生産調整の見直しを示唆をされたということが載っておるわけです。

実際に本当に来年以降、転作というものもその形態が大きく変わるのでは

ないか、これはわかりませんが、私は少なくともそういう見方をしておる

わけですが、したがって本当にそうなった場合には、米子市の特に水田農

業というのがどう変わっていくのかということを、これはこうした流れを

行政としてもきちんと見ながら、それに対する先手とは言わんまでも、決

定してから何でもやっていくんだという方向では私は本当におくれをとっ

てしまうと思うんですが、まず自給率５０％をする、恐らく今まで国の総

理大臣が言われたというのは初めてであったと、これは福田総理のときだ

ったと思いますが、初めてであったと思うんですね。そこら辺について一

体今の農業情勢というものについてどのような見解をお持ちなのか、これ

は市長にお尋ねをしたいと思います。 

○中村議長  野坂市長。 

○野坂市長  農業は本市にとりましても重要な産業であるわけでございま

して、その振興はこれからも図っていかないかんことだと思っております。

特に先ほど議員もおっしゃいましたけれども、国とか県の動向というのは

的確に情報をつかんでそれに対応していくということは、議員がおっしゃ

いますとおり大事なことだと思っております。今自給率を５０％にしよう



という動きも出てきているようでございます。鳥取県は全体で見るとたし

か６０％ぐらいだと理解しておりますけれども、それでよしとするんじゃ

なくて、これからも日本全体の自給率、また県の自給率というものも高め

ていかなきゃいかんことだというふうには思ってるところでございます。

いずれにしましてもいろんな意味で急激に農業政策というものも転換を見

せつつあるんではないかという認識をしておりますんで、そういう状況を

的確につかんで対応がおくれることのないようにしていきたいと思ってお

ります。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  この米粉の問題、大変難しい問題もあろうかと思います

が、実際にこれは試食用の米はトンが２５万円、米粉ですと今のいわゆる

小麦等、そういったものとの比較をしますと、大体トン当たり８万4,００

０円だそうでございます。したがっていろんな助成金、１０アール当たり

５万円とかうんぬんとか助成金がありますが、そういったものを含めても

１０アール当たりの収益が4,２００円ぐらいにしかならないということで

ありますから、本当に採算というのも難しいことであると思います。しか

しながら実際には今の例えば岡山県の哲西町では第３セクは独自の製粉プ

ラントを建設をして、これはコシヒカリのいわゆる網目から落ちたくず米、

それを利用して米のパンをつくっていわゆる給食等にもやっているという

ことがありますし、それからこれは米とは違いますけれども、滋賀県の方

ではハーブの一種であるレモングラスというのを特産化するということで、

市役所の中にその専門の職員３人をつけて新たな課を創設をしたとか、そ

ういったそれぞれ自治体によっては事例もあるんです。ですからやはり本

気で取り組まれるということがまず大事ですが、少なくとも私は今まで何

回も農業問題を質問させていただいておりますが、本当に私どもがびっく



りするような積極的な対策はとられていない。ただ国が、今回も転作絡み

での八十何億円という予算概算要求の請求がなされておるようであります

が、その中ではいろんな補助事業があるのも確かであります。ただその来

た補助事業だけを消化するというそういう姿勢では米子市の農業は守れな

いと思っておりますが、再度お尋ねをいたします。 

○中村議長  野坂市長。 

○野坂市長  先ほど来申し上げておりますように、本市にとっても農業は

重要な産業でございますんで、その振興を図っていかなきゃいけないと思

いますが、今の国の動向とかそういうのは的確につかんでいくことは必要

だと思っております。また国がとられます補助制度等があれば、そういう

のは積極的に活用していくべきだと思っております。農業についてはいろ

んな審議会とか、それから荒廃地というか、耕作放棄地についてもいろん

な協議会等もできております。そういう関係機関とも連携を図りながらこ

の産業の振興のために頑張っていかないかんというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  これ以上質問しても出ないようでありますので、次に組

織の支援策等に移らせていただきますが、確かに自給率を引き上げるとい

うのはまず担い手が必要であるわけでありますが、農林水産省が先般、耕

作放棄地対策研究会というのがあって、その中間取りまとめを発表してお

りますが、これは担い手によって耕作放棄地を再生し利用する場合には、

まず導入作物の検討であるとか、それから販路の確保が最重要な要素だと

して資材、機材などの初期投資と作物導入後の一定期間の支援がなければ

経営として成り立たないという、いろんなそれに対して支援策を発表して

おるわけであります。それによって先ほど申し上げました八十数億円とい



う概算要求がなされておるわけでありますが、いずれにしましてもこの今

米子市の中で皆さんの努力によってふえてはおりますけれども、その担い

手というものの確保には私は限界があるような気がしておりますが、実際

に今の農家年齢というのはもう６５歳以上が主流だということも言われて

おりますし、定年退職をされた団塊の世代の皆さん方というのも大変大き

な戦力であると思いますが、そういった方々呼びかけて、少なくとも米子

市の特産品づくりをする組織を立ち上げるといったようなことをされる、

そういうことも大事だと思いますし、またそれに対しての助成措置でもし

てその組織づくりをする必要があるやに私は思うんですが、全くそういう

お考えはありませんか。なかったならこれでもうこの質問は終わります。 

○中村議長  角副市長。 

○角副市長  担い手の育成について、議員さん、一定の限界があるんじゃ

ないかなというお話でございました。確かに日本全国の中で画一的なあり

方というのはあり得ないと思います。北は北海道の農業もあるわけでござ

います。そういう中でＷＴＯの交渉再開、始まるわけでありますけども、

果たして日本の農業がどうあるべきかという大きな問題がありまして、そ

れに対する国の方向性というのも多様に変化してきておると、首尾一貫し

てないという実態があると思っております。国際的にはやはり農業も含む

第１次産業の位置づけといいますか、重要性といいますか、そういうもの

は例えばフランスなんかではいわゆる生活保障給的なそういう公費負担と

いうものが前提にあると。そういう中で農業が継続して実施されておると

いうような国もあるわけで、本当にそのことを考えますと現在の国の方針、

政策というのが、それは無視はできないとは思いますけども、おっしゃい

ますように本市は本市なりのやり方があるのではないかなという気持ちで

おります。その中で今後期待できますのは中高年、特にＵターン等、団塊



の世代の志向というのが地元に帰っての農という部分に、生産はもちろん

でありますけども、そういう生きがいといいますか、いやしといいますか、

そういう価値観を持った年代というのも受け入れるという期待も持ってお

りますので、そういうことで本市は本音のところで検討、議論をしまして

組織づくりのあり方について本当に真剣に考えてみたいと思っております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  これ以上申し上げませんけれども、ひとつ本当に真剣に

考えていただきたいなという思いでありますので、よろしくお検討をいた

だきたいと思います。 

 次に、農地集積のことについてお尋ねしたいと思います。今まで耕作放

棄地４４０ヘクうんぬんということは言われておりましたが、ことし耕作

放棄地の調査をやっていらっしゃるわけでありますが、ほぼ終わっておる

と思います。一体今、米子市の実際の耕作放棄地というものがどういう状

況であるのかわかったらちょっと教えていただきたいと思いますが。 

○中村議長  矢倉経済部長。 

○矢倉経済部長  耕作放棄地につきましてでございますが、現地確認を行

いまして、現地確認は終了いたしております。現在集計の途中でございま

して、確定した数字ではございませんが、おおよそ２７２ヘクタールが本

市におきまして耕作放棄地であるというぐあいに考えております。地域別

に申し上げますと、弓浜地区が大半でございまして２１０ヘクタール、南

部地域が約１７ヘクタール、伯仙・箕蚊屋地域が約３５ヘクタール、淀江

地域は約１０ヘクタールということになってございます。耕作放棄地の状

況でございますが、これ今色分けをしたりなんかしているところでござい

ますけども、大半の耕作放棄地は草刈りをする程度で直ちに農地に戻すこ

とができる状況であるというぐあいに考えております。ごく一部、機械を



入れて整地をしても農地に戻る可能性が低いといった農地もあるわけでご

ざいまして、そういうところは農地として残るかどうかというような判断

を現在農業委員会に依頼しております。そういった土地も約１１ヘクター

ルでございますがございます。以上です。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  実際に今まで耕作放棄地といいますか、遊休農地として

４４０とか４４１ヘクタールということを聞いておったんですね。それで

実際に調べてみたら、今おっしゃったように２７０ヘクタールだ。その差

がなぜ出てきたとかそれはいろいろあろうと思いますが、だけどもある意

味でさほどに実際に耕作放棄地なりを本当に米子市の農業を政策的に振興

のためにやっていこうという皆さんが御存じなかった、その辺がきちんと

つかんでいなかったというのもちょっと驚きなんですが、しかしながら、

では例えば２７２にしても大変な面積だと思うんです。これも２０１１年

には米子市独自の耕作放棄地解消のための政策を出されないけないように

なってるんですね。これは具体的にどのような方策を考えていらっしゃる

んですか。来年早々にはたしかこれは出されないけないと思うんですが。 

○中村議長  矢倉経済部長。 

○矢倉経済部長  米子市におきましては米子市遊休農地解消推進協議会と

いった組織を持っておりまして、関係機関や団体、御協力いただきまして

有効な施策をとっていくということでございます。これはそういうことで

ございます。それから米子市、これは独自でございますが、遊休地を借り

て耕作をされた方には助成を出すというような制度も持っておりますし、

今年度はちょっとモデル的でありましたけどもイベント的にヤギを放牧い

たしまして、これはたしか５０アール程度だったと思いますけども、それ

はどっちかというと話題づくりというような格好でやっておりますが、そ



の後、耕作をいたしまして作物を今植えるということで農地の募集も今し

ているようなところでございます。これですべてが耕作放棄地が解消する

というわけではございませんが、こういうようなことをやりながら今後国

が出してきます助成制度といった国の方策を研究いたしまして鋭意取り組

んでまいりたいと考えております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  ヤギうんぬんはもう二度と聞きたくありませんので御勘

弁願いたいと思いますが、いずれにしても、だけどこれだけの耕作放棄地

を本当に解消しようと思ったときには、今耕作放棄地等の問題につきまし

ては農業委員さんが一生懸命やっていただいておるわけです。しかし農業

委員さんにこれを全部押しつけるようなことがあっていいはずはありませ

んし、また本当に農業委員さんがほかの仕事ももちろん持っていらっしゃ

いますし、私はできることではないような気がするんですね。ですから例

えばモデル地区なんかの全国の事例見ますと、農地の出し手、受けられる

人、それぞれ白紙での委任を受けて、それを集積をして、それぞれ認定農

業者でありそういった方々にその集積をしていくという方法がとられてお

るようであります。やっぱりそれには農業委員さんや農業事務局に全部押

しつけるではなくして、いわゆる専門的な、私はコーディネーターという

ことを申し上げましたが、そういう方が必要じゃないかとも私は考えるん

ですが、そこら辺はいかがか聞きたいと思います。 

○中村議長  矢倉経済部長。 

○矢倉経済部長  確かに先進地でそういった取り組みをしていらっしゃる

ということは伺っておりますが、農地の利用というのは一義的には農業委

員会の業務でございまして、法律上、農業委員会の所掌事務というのが、

まず１番目がそうでして。それから２番目が、利用増進ですか、というよ



うなことがありまして、前は農地銀行というようなことも農業委員会でや

っていらっしゃったというのが実態でございます。ところが議員今おっし

ゃいましたように、確かに現在の農業委員会の事務局の職員だけ、あるい

はほかに仕事を持っていらっしゃる農業委員さんだけでやっていくという

のは、大変耕作放棄地もふえ過ぎているなという気はしております。そう

いうことでございまして、農業委員さんを中心として行いますが、農林課

としても連携を強めて取り組んでまいりたいと考えております。 

○中村議長  渡辺照夫議員。 

○渡辺(照)議員  時間がありませんが、先ほど耕作放棄地解消のための施

策を来年から立てられなければならない、その具体的なことをお聞きしま

したが、それが何か出ておりませんけれども、いずれにしても何か今のお

答えでは農業委員さんにすべて任せるようなお話のように聞こえるんです

が、私はもちろん農業委員さんも一生懸命やっていただいておりますが、

これだけの本当にゼロにはならんにしましても、この２７２ヘクタールと

いうものの何ぼかを解消しようと思ったときに、農業委員さんに押しつけ

るようなそんなことで私はこれだけの面積の遊休農地が有効利用できると

は思いませんし、農業委員さんに対して大きな負担をかけることにもなる

と思うんですが、そこら辺について本当にそれでいいんですか。 

○中村議長  角副市長。 

○角副市長  ２７２ヘクタールの耕作放棄地、これはこの解消につきまし

ては相当長期、多様な手法が必要だと思っております。その一環としてＪ

Ａ鳥取西部さんにおかれましては富益町地内に６０区画以上のふれあい市

民農園も貸し出されたということを手始めに事をなされようとしておると

聞き及んでおります。今後、戦後、画期的な農地法の改正というものがな

されるというふうに聞き及んでおります。従前でしたら過去の農地銀行も



含めた農業委員さんに依存しておるという実態がございました。ただ耕作

放棄地の解消は農地の流動化、貸し借りのあり方、これを促進するのが有

効な方策ではなかろうかと思っております。その法改正の具体的な内容に

つきましてはまだ承知はしておりませんけども、基本的には規制緩和とい

うものを踏まえた改正がなされるやに聞き及んでおりますので、その辺で

市の役割分担というものがおっしゃいましたようにコーディネーター役、

農業委員会主導ではなくして各自治体での役割分担というのが入り込んで

くるというふうにも聞いておりますので、そういうことを踏まえまして市

の役割というものをこれは研究して積極的な対応を図っていくべきである

というふうに考えております。  


